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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
高
レ
ベ
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射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
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に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
会
議
に
お
い
て
は
、
新
た
な
原
子
力
政
策
大
綱
の
策
定
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
有
識
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
見
識
の
下
で
様
々
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
意
見
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

政
府
と
し
て
は
、
様
々
な
意
見
を
踏
ま
え
、
今
後
の
原
子
力
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

日
本
原
燃
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
燃
」
と
い
う
。
）
と
関
係
自
治
体
と
が
締
結
し
て
い
る
「
六
ケ
所
高
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
棄
物
貯
蔵
管
理
セ
ン
タ
ー
周
辺
地
域
の
安
全
確
保
及
び
環
境
保
全
に
関
す
る
協
定
書
」
に
基
づ
き
、
日
本
原
燃
の
再
処

理
事
業
所
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
最
初
に
受
け
入
れ
た
ガ
ラ
ス
固
化
体
は
、
遅
く
と
も
平
成
五
十
七
年
四
月
二
十
六
日

ま
で
に
、
ま
た
、
最
後
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
ガ
ラ
ス
固
化
体
は
、
受
け
入
れ
た
日
か
ら
遅
く
と
も
五
十
年
後
ま
で
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
電
力
事
業
者
に
搬
出
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

日
本
原
燃
の
再
処
理
事
業
所
再
処
理
施
設
（
以
下
「
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
」
と
い
う
。
）
か
ら
発
生
す
る
ガ
ラ
ス
固
化
体

一



の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
の
操
業
開
始
ま
で
に
、
日
本
原
燃
と
関
係
自
治
体
と
の
間
で
、
六
ヶ

所
再
処
理
工
場
の
操
業
に
当
た
っ
て
の
安
全
協
定
に
係
る
協
議
が
行
わ
れ
る
中
で
、
検
討
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
基
本
方
針
〜
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
に
関
す
る
選
択
肢
の
提
示
に
向
け
て
〜
」
（
平
成
二
十
三
年

十
二
月
二
十
一
日
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
を
含
む
原
子
力
政
策
の
徹
底
検
証

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
原
子
力
政
策
の
見
直
し
を
議
論
し
て
い
く
中
で
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処

分
事
業
の
進
め
方
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

従
来
よ
り
、
青
森
県
知
事
が
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
立
地
を
受
け
入
れ
て
い
る
青
森
県
の
方
針
と
し
て
、
最
終
処
分

施
設
（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す

る
最
終
処
分
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
立
地
を
受
け
入
れ
る
考
え
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、

承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
青
森
県
知
事
か
ら
青
森
県
を
最
終
処
分
施
設
の
建
設
地
と
は
し
な
い
旨
の
確
認
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
旨
回
答
す
る
な
ど
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


